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　（趣　　旨）

第１条　この細則は，長崎大学歯学部規程（平成 16年歯学部細則第１号。以下「規程」という。）

第 10条第２項の規定に基づき，専門教育科目の試験について必要な事項を定める。

　（定期試験）

第２条　定期試験は，原則として学期末に行う。

　（追 試 験）

第３条　病気その他やむを得ない理由により定期試験を受けることができなかった者は，欠席届に

医師の診断書又は理由書を添えて所定の期日までに，学部長に届けなければならない。

２　前項の理由により定期試験を受けることができなかった者に対しては，追試験を行うことがある。

３　追試験は，原則として当該学期末に行う。

　（再 試 験）

第４条　試験に合格していない者には，再試験を行うことがある。

２　前項の規定による再試験を実施する場合は，１回を限度とし，原則として学期末に行う。

　（試験の告示）

第５条　試験の日時，方法等は，事前に告示する。

　（試験結果の発表）

第６条　試験の結果は，当該試験終了後１週間以内に合格者について発表する。

　（不正行為）

第７条　試験において不正行為を行った者に対しては，当該学期に履修した全授業科目の試験を無

効とするほか，厳重な処分を行う。

附　　則

　　この細則は，平成 16年４月１日から施行する。

附　　則

　　この細則は，平成 19年４月１日から施行する。

附　　則

　　この細則は，平成 21年４月１日から施行する。

平成16年４月１日

歯学部規程第１号

⑸ 長崎大学歯学部試験実施細則
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　長崎大学歯学部の授業科目の試験（定期試験期間外に実施される試験も含む。）において不正行

為を行った学生に対する措置に関して，長崎大学歯学部試験実施細則第７条（不正行為）に基づき，

次のとおり申し合わせる。

⑴ 不正行為を行ったと見なされる学生及び試験監督者に対する事情聴取は，教務委員長の立ち

会いのもとに学生委員会が個別に行う。

⑵ 事情聴取を受けた学生に対する措置は，学生委員会が審議し，教授会が決定する。

⑶ 不正行為を行った学生に対しては，学部長による厳重注意を行い，当該授業科目のほかその

学期に履修した全授業科目の試験を無効とする。

ただし，実験，実習あるいはこれに準じる授業科目の履修を取り消すか否かは教授会の判断

によるものとする。

⑷ 特に情状酌量の余地がある場合は，例外として⑶の措置が軽減される場合がある。

⑸ 不正行為の事実認定に関して不服がある場合は，事情聴取日から７日以内に学生委員会に異

議申し立てを行うことができる。この場合，教授会は，教授，准教授及び講師５名（ただし，

授業担当者，試験監督者及び補助者，学生委員会委員及び教務委員会委員を除く。）からなる

調査WGを設置する。

調査WGは，１ヶ月以内に改めて事実認定を行い，教授会に答申する。

なお，この異議申し立ては，事実認定に限り有効であり，処分内容に関してはその限りでは

ない。

⑹ 教務・学生の両委員会は，オリエンテーション等の機会を利用して不正行為防止の徹底を図る。

⑺ この申し合わせは，平成 15年７月 23日から施行する。

平成16年４月１日

教 授 会 決 定

⑹ 長崎大学歯学部の授業科目の試験における学生の不正行為に関する申合せ
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　長崎大学歯学部試験実施細則第４条に規定する再試験の評価方法については，平成 21年度から，

下記のとおりとします。

　再試験の評価は，100 点満点で 60点以上を合格とし，合格者はすべてＣ評価（60点）とする。

平成20年７月16日

教 授 会 決 定

⑺ 歯学部再試験の評価方法について
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　本学部で開講する専門教育科目について，次の事項に該当する場合は，その専門教育科目を再履

修しなければならない。

⑴ 歯学部規程第 11条に定める試験の受験資格がない場合

⑵ 歯学部試験実施細則第３条に定める追試験を受験しなかった場合

⑶ 歯学部試験実施細則第４条第２項に定める再試験に合格しなかった場合

平成15年９月16日

教 授 会 決 定

平成21年３月20日

教 授 会 改 正

⑻ 専門教育科目の再履修に関する申合せ
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この申合せは，臨床実習の評価及び修了認定に関し，必要な事項を定める。

１．臨床実習の修了要件

　臨床実習を修了するためには，開始前実習，特別実習及び総合診療実習（以下「実習」とい

う。）を修了しなければならない。

２．臨床実習の評価及び修了認定

⑴ 全ての診療科（12診療科。以下同じ。）について個別評価を行い，その結果に基づき総合

評価を行う。

⑵ 個別評価を受けるためには，受験資格（授業時間数の４分の３以上の出席）を取得しなけ

ればならない。受験資格を取得できなかった者は，臨床実習（但し，開始前実習を除く）を

再履修し，受験資格を取得しなければならない。

⑶ 総合評価は，全ての診療科の個別評価の評点が 60点以上の者について行う。

⑷ 個別評価の評点が１診療科でも 60点未満の者については，臨床教育委員会において，臨

床実習に関する全資料を参考にして再評価して，総合評価の対象にすることもある。ただし，

全ての診療科の個別評価の評点の合計点が 720 点未満の者については，再評価は行わない。

⑸ 総合評価の評点は，個別評価の合計点の平均点とする。

⑹ 総合評価の評点が 60点以上の者については，臨床実習の修了を認定する。

３．臨床実習の評価及び修了認定

　臨床実習を修了した者については，２に規定する総合評価の評点を臨床実習の評価とし，教

授会に諮り，修了を認定する。

　　附則

この申合せは，平成 15年 11月 19 日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成 19年９月 19日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成 22年９月 15日から施行する。

平成15年11月19日

教 授 会 決 定

⑼ 臨床実習の評価及び修了認定に関する申合せ
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　この申合せは，卒業試験の実施及び評価に関し，必要な事項を定める。

１．受験資格

　臨床実習の評価及び修了認定に関する申合せの規定により開始前実習，特別実習及び総合診療

実習の修了を認定された者でなければ，卒業試験を受験することはできない。

２．卒業試験問題

　卒業試験問題は，臨床系及び基礎系の全ての歯学系専門分野の問題からなる。

３．試験方法

　卒業試験実施は，総合歯科臨床教育学教授が統括する。試験時間，問題数等は，直近の歯科医

師国家試験に準拠し，日程は別途通知する。

４．卒業試験の合格認定

　臨床系及び基礎系の全ての歯学系専門分野の個別正答率が７０点以上の者は，卒業試験を合格

したものとして認定する。

５．再試験

　卒業試験に合格していない者には，１回を限度として再試験を行うことがある。

６．卒業試験に不合格となった者の取扱い

　卒業試験に不合格者となった者は，翌年度に再度卒業試験を受験しなければならない。

　　附則

この申合せは，平成19年９月19日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成21年６月17日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成22年９月15日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成 23年６月15日から施行する。

　　附則

この申合せは，平成26年９月17日から施行する。

平成21年６月17日

教 授 会 決 定

⑽ 卒業試験の実施及び評価に関する申合せ
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　臨床実習を履修するためには，歯学部規程第 14条に規定しているように専門教育科目区分（同

規程別表第２）に掲げるすべての授業科目（ただし，臨床実習及び特別科目の区分に属する授業科

目を除く。）の単位を修得し，臨床実習開始前に共用試験（ＣＢＴ及びＯＳＣＥ）に合格しなけれ

ばならない。

平成17年12月21日

教 授 会 決 定

⑾ 臨床実習の履修要件に関する申合せ
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　歯学部歯学科は，長崎大学学則第 28条第二号の適用に関し，次に掲げる者を該当者として取り

扱うものとする。

○ 歯学部規程の第 13条第１項に掲げる第３年次への進級要件を入学後の在学中４年間（休学

期間を除く）に満たさなかった者

長崎大学学則

　（除　　籍）

第28条　学生が次の各号の一に該当するときは，所属学部教授会の議を経て，学長がこれを除籍

する。

一　正当の理由なくして欠席が長期にわたるとき。

二　成業の見込みがないと認めたとき。

三　在学期間が修業年限の２倍を超えたとき又は休学期間が第22条第２項の期間を超えたとき。

四　休学期間が満了しても復学の願い出をしないとき。

五　授業料を納めないとき

六　第53条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者で，次に掲げるものが納めるべ

き入学料を所定の期日までに納めないとき。

ア 免除又は徴収猶予が許可されなかったもの

イ 入学料の一部の免除が許可されたもの

ウ 徴収猶予が許可されたもの

　　成業の見込みがないと認めたときは，学則により除籍処分にすることがあります。歯学部歯学

科では，上記の申合せに該当する者を，成業の見込みがない者とします。

平成17年１月18日

教 授 会 決 定

平成21年３月20日

教 授 会 改 正

⑿  長崎大学学則第   28 条第二号の適用に関する申合せ
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１　第 1年次に入学する学生の既修得科目（単位）の取り扱い

⑴ 教養教育科目

既修得科目「認」の単位は，全て「B」評価として取り扱う。

⑵ 専門教育科目

既修得科目（単位）「認」の単位は，次のとおり取り扱う。

①１～３年次生

全て「B」評価として取り扱う。

②４～６年次生

認定科目に当てられた科目の平均評点値｛小数点以下四捨五入（在学生の成績のうち合格者

に限る。）｝を評点とする。

２　編入学者の認定科目（単位）の取り扱い

⑴ 教養教育科目

教養教育科目の最低修得単位数を全て「B」評価として取り扱う。

⑵ 専門教育科目

専門教育の認定科目「認」の単位は，認定科目に当てられた科目の平均評点値｛小数点以下

四捨五入（在学生の成績のうち合格者に限る。）｝を評点とする。

３　この取り扱いは，平成１５年６月１８日から施行し，平成１４年度入学者から適用する。

⒀ 成績優秀者及び授業料免除の学力評点計算に係る既修得科目（単位）

並びに編入学者の認定科目（単位）の取扱い
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　関連臨床医学科目の単位取得等に関して次のとおり申し合わせる。

１　本申合せにおいて，関連臨床医学科目及び各関連臨床医学科目を構成する授業科目（以下「授

業科目」という。）は，下表のとおりとする。

２　試験の受験資格

　　下表の開講コマ数欄に対応する必要出席回数欄に掲げる回数以上出席していない場合は，当該

授業科目の試験の受験資格は認めない。

３　成績評価

⑴ 全ての授業科目を合格（60点以上）した場合に，関連臨床医学科目の単位（１単位）を付与する。

⑵ 関連臨床医学科目の評価方法は，下記のとおりとする。

　（例）内科学各論の場合

内科学１（講義時間 10h，90 点），内科学３（講義時間 10h，80 点）

血 液 学（講義時間 4h，70点），感染症学（講義時間 4h，60点）

４　再履修

　　受験資格を認められなかった授業科目及び不合格となった授業科目については，当該授業科目

を再度履修しなければならない。

平成20年６月18日

歯学部教授会決定

関連臨床医学科目 授　　業　　科　　目

内 科 学 各 論 内科学１・内科学３・血液学・感染症学

外 科 学 各 論 外科学１・外科学２

隣 接 医 学 Ⅰ 皮膚科学・眼科学・耳鼻咽喉科学・整形外科学・形成外科学

隣 接 医 学 Ⅱ 小児科学・産科婦人科学・泌尿器科学・精神神経科学・脳神経外科学

隣 接 医 学 Ⅲ 人類遺伝学・法医学

開講コマ数 必要出席回数

３コマ以上 開講コマ数の３分の２以上

２コマ ２

内科学各論の評価（小数点第 1位四捨五入）

＝（90点×10h/28h）＋（80点×10h/28h）＋（70点×4h/28h）＋（60点×4h/28h）

⒁ 関連臨床医学科目の単位取得等に関する申合せ
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　統合科目の単位取得等に関して次のとおり申し合わせる。

１　試験の受験資格

　統合科目を構成する授業科目（以下「授業科目」という。）について，授業を行った時間数の

３分の２（PBL，実習などを行う授業科目にあっては４分の３）以上出席しなかった者に対して

は，当該授業科目の試験の受験資格は認めない。

２　成績評価

⑴ 授業科目についての単位の付与は行わない。

⑵ 全ての授業科目を合格（60点以上）した場合に，統合科目の単位（20単位）を付与する。

⑶ 統合科目の評価は，全ての授業科目の平均点をもってその評価とする。

３　再履修

　　受験資格を認められなかった授業科目及び不合格となった授業科目については，当該授業科目

を再度履修しなければならない。

平成18年７月19日

歯学部教授会決定

⒂ 統合科目の単位取得等に関する申合せ
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　「臨床実習の履修要件」である共用試験（CBT，OSCE）の効力（合格）に関して次のとおり申

し合わせる。

○ 共用試験の CBT及び OSCEの効力（合格）は，それぞれ翌年度の臨床実習の履修要件まで

有効とする。

　　附　則

この申合せは，平成18年６月21日から施行する。

　　附　則

この申合せは，平成26年10月15日から施行する。

平成18年６月21日歯学部教授会決定

平成26年10月15日歯学部教授会改正

⒃ 共用試験（CBT，OSCE）の効力（合格）に関する申合せ
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　特別科目の単位取得等に関して次のとおり申し合わせる。

１　試験の受験資格

　特別科目を構成する授業科目（以下「授業科目」という。）について，授業を行った時間数の

３分の２以上出席しなかった者に対しては，当該授業科目の試験の受験資格を認めない。

２　成績評価

⑴ 授業科目についての単位の付与は行わない。

⑵ 全ての授業科目を合格（60点以上）した場合に，特別科目の単位（１単位）を付与する。

⑶ 特別科目の評価は，全ての授業科目の平均点をもってその評価とする。

３　再履修

　　受験資格を認められなかった授業科目及び不合格となった授業科目については，当該授業科目

を再度履修しなければならない。

平成20年３月19日

歯学部教授会決定

⒄ 特別科目の単位取得等に関する申合せ
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　この申合せは，台風，積雪その他の不測の事態による学生の事故の発生を防止するため，全学的

に統一した授業及び定期試験（以下「授業等」という。）の休講又は延期（以下「休講等」という。）

の措置に関し，必要な事項を定める。

１．台風又は積雪（以下「台風等」という。）による休講等の措置

　　台風等による授業等の休講等の措置は，学長が次の⑴及び⑵を勘案して決定する。

⑴ 気象警報

台風等により，長崎県南部に長崎地方気象台が発表する特別警報，暴風警報，大雪警報，

暴風雪警報等が発令されている場合

⑵ 公共交通機関

台風等により，次の２つ以上の公共交通機関が長崎市内全線不通の場合

長崎バス

長崎県営バス

長崎電気軌道

ＪＲ長崎本線（諫早～長崎間）

２．その他不測の事態による授業等の休講等の措置

　　１．に規定するもののほか，地震，洪水その他の不測の事態が発生した場合における授業等の

休講等の措置は，学長が適宜状況を判断の上，決定するものとする。

３．休講等の措置の周知

　　１．及び２．により決定した休講等の措置は，次の表に掲げる時間帯に応じ，同表の右欄に掲げ

る時間までに学生支援部教育支援課が，ＮＵ－Ｗｅｂシステム（学務情報システム）の「お知らせ」

及び大学ホームページの携帯サイトを使用して周知を行うとともに，学内においては掲示により

周知を行うものとする。

平成16年８月23日…教 務 委 員 会 決 定

平成19年10月22日…教務委員会一部改正

平成23年８月22日…教務委員会全部改正

平成26年７月28日…教務委員会一部改正

休講等の時間帯 時間

午前の授業等 午前７時

午後の授業等（経済学部夜間主コースの授業等を除く。） 午前11時

経済学部夜間主コースの授業等 午後４時

⒅ 台風，積雪その他不測の事態に対する全学的休講措置の申合せ
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４．教育実習等の場合の取扱い

　　教育実習，臨床実習，介護等体験実習，インターンシップ等の場合は，各実習先の指示に従う

ものとする。

附　則

　　この申合せは，平成26年７月28日から施行する。

（参考）

台風等による休講情報携帯サイト　http://n-info.nagasaki-u.ac.jp/m
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１　歯学部が定めた正規の授業期間中において，学生が公式及び非公式を問わず国内・国外の学会

等に出席又は参加する場合の取扱いについて，必要な事項を定めるものとする。

⑴ 学生が学会等への出席又は参加を計画する場合は，欠席届にその趣旨，目的を明らかにした

理由書及びパンフレット等を添えて，開催日の２ヶ月前までに学部長に届けなければならない。

⑵ 教務委員会は，当該学生に対し，出席又は参加の意義を含め事情聴取を行うと共に，当該科

目の主任教授と対応について協議する。

⑶ 臨床実習期間（予備実習も含む。）中については，臨床教育委員会が対応を協議し，教務委

員会はその内容を審議する。

⑷ 臨床教育委員会は，当該学生の出席又は参加が有益と見なされる場合，臨床実習主任指導者

委員会へ可能な範囲で実習日程の変更を依頼することができる。

⑸ 教務委員会は，⑵及び⑶により許可した学生に対し，補講，研修レポート等の何れかの措置

をとる。

２　この取扱いは，平成15年12月17日から施行する。

平成15年12月17日

教 授 会 決 定

い⒆ 学生の授業期間中における国内・国外の学会等への出席又は参加に関する取扱
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　（設　　置）

第１条　長崎大学坂本地区南部に長崎大学歯学部福利厚生施設（以下「本施設」）を置く。

　（目　　的）

第２条　本施設は，学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。

　（管理運営）

第３条　本施設の管理運営の責任者は，歯学部長とする。

２　本施設の管理運営の重要事項については，長崎大学学生委員会において審議する。

　（談話室等）

第４条　本施設に，談話室，和室及び軽食堂を置く。

　（事　　務）

第５条　本施設に関する事務は，医歯薬学総合研究科歯学系事務室学務係において処理する。

　（補　　則）

第６条　この規程に定めるもののほか，本施設の使用について必要な事項は，別に定める。

附　　則

　　この規程は，平成16年４月１日から施行する。

⒇ 長崎大学歯学部福利厚生施設規程
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至大学
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本館（Ｃ棟）

医学部
保健学科

病院正門

病院本館

良順会館

記念同窓会館
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池田教授

根本教授

小守教授

歯科法医学

細胞生物学

口腔病理学
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（２）歯学部臨床研究棟（Ｃ棟）平面図（１階～３階）
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病院本館　平面図（１、８、１２階）
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〈販　売〉

弁当

歯学部テキスト

白衣

セミナー室3
セミナー室2
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セミナー室4

（３）歯学部福利厚生施設　平面図（１階～３階）
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